
 

 

R6決算書メニューのご注意事項 
令和6年公益法人会計基準に対応した決算書は、【R6決算書】の各メニューで出力できます。 

 

 令和6年会計基準運用開始・初年度は、抽出条件項目「前期列」にご注意ください。 

令和6年会計基準の科目だけの表示は、前期列「すべて空欄にする」または「すべて 0にする」をご選択ください。 

 

▼対象の決算書：【R6 予算書】収支予算書※収支予算書（当初予算）、 【R6 決算書】貸借対照表、活動計算書 

 

※会計基準の適用初年度は、貸借対照表、活動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値、財務諸表の注記に記載する
前期末残高の数値は記載しないことができます。参考：公益法人会計基準の運用指針(令和 6年 12月 20日内閣府公認認定等委員会) 
 

 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年会計基準運用開始年度より科目種別や、一部の科目を変更しています。 
そのため、前期列「総決算額を表示」「同期間決算額を表示」を選択し出力すると、科目欄において 
令和 6年会計基準と平成 20年会計基準の科目種別、科目が混在し表示されます。 

※収支計算書（R6 予算書）では前期列「総予算額を表示」「当初予算額を表示」を選択すると混在し表示されます。 

     

 
R6年会計基準の科目 

  H20年会計基準の科目 



 

 

 活動計算書では「公１事業収益」「公１事業費」等の活動名を表記する必要があります。 

こちらを表記するために、活動計算書の科目を組み替えず、事業挿入をご利用される場合、活動計算書メニュー等の抽

出条件【事業挿入】に「事業 Aを挿入」等の選択値が表示されますので、ご選択後に出力してください。 
 
また、予算や伝票登録時の事業区分（運用事業）が「公１」等の活動名ではない場合、変換区分を利用して別名称や、

複数の事業をグルーピングして表記することができます。変換区分を利用した事業名で、事業挿入をすることもできま

す。設定しているお客様は変換区分もご選択ください。※決算変換設定マスタ等の設定が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動計算書 
経常収益 
 事業収益 

公 1 
経常費用 
 事業費 

公 1 
     会議費     

公 2 
会議費 

・・・ 
 

収益事業 
消耗品費 

・・・ 

公益目的事業会計 
 

 

公 1 

 

 

 

公 2 

 

収益事業等会計 
 

収益事業 

 

・・・ 

運用会計 
 

A 事業 
 

B 事業 
  

C 事業 

 

D 事業 

 

E 事業 

   E-1 事業 

   E-2 事業 
 

・・・ 

事業区分マスタ（運用事業） 

 

 

決算変換区分マスタ 

 

 

① ② 

公 1、公益共通、収益事業等の事業名称等、設定した事業名称へ変

換、または事業をグルーピングします。 

「変換区分」項目を選択すると、現在の予算登録や伝票起票時に利用

している事業区分（運用事業）のグルーピングや、別名称で表記しま

す。決算変換設定マスタ等の設定が必要です。 

※決算変換（変換区分）は任意の設定です。 

「事業収益」「事業費」へ、事業区分（公 1 など）を組み入れて

表示します。 

事業挿入をご利用されている場合、活動計算書メニュー等

の抽出条件「事業挿入」に「事業 A を挿入」等の選択値が表

示されます。※事業挿入機能は、お客様のメニュー画面から

設定できません。 

非表示可能 

「事業 Aを挿入」等の選択値が表示されているお客様

は、選択後に出力してください。 

運用会計が、公益目的事業会計/収益事業等会計/法人会計

ではない場合や、運用事業が、「公 1」等の活動名でない場合

は、変換区分を利用します。 

非表示可能 

①「変換区分」の利用 

 

 

②「事業挿入」の利用 



 

 

 貸借対照表の注記、活動計算書の注記、財産目録は、出力前に設定や編集が必要です。 

各項目、表示科目や注釈等の設定が必要です。出力前に各項目を確認、設定してください。 

 

▼例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 貸借対照表の注記（5）有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高について 

 
 

 

 

減価償却の仕訳に、減価償却累計額の科目を使用していない場合は、WEB バランスマンの情報だけで
は正しい貸借対照表の注記（5）有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高を作成できま
せんのでご注意ください。 
 

 

 

 

 

 

 WEBバランスマンで出力するためには新会計基準の運用開始年度より以下が必要です。 

・固定資産（例:建物）、減価償却累計額のそれぞれに期首残高額を登録していること 
・減価償却を間接法の仕訳（減価償却累計額）で起票していること 
・過去年度に減損損失が発生している場合、減損損失累計額の科目と期首残高を登録していること 
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